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I. 仕様書概要説明 
1 調達の背景及び目的 

「インターネットサーバ及びウィルス対策管理サーバシステム」とは、本学に所属す

る教職員及び学生（一部のサービスは卒業生も含む）が、本学内の学術情報ネットワ

ーク及び学外のインターネット回線等を経由して接続されたパソコンやスマートフォ

ン、タブレット端末などの情報機器等を経由して、安全かつ適正なセキュリティを保

持した状態で、学内外で情報共有を行う設備及びサービスを示す。 
主な機能は、情報基盤システム（仮想化基盤、名前解決、ウィルス対策、セキュリテ

ィ管理等）から成るサーバシステムとそれらを制御するネットワーク機器などの付属

機器と、クラウド型グループウェア（電子メール、ファイル共有、スケジュール、

OfficeWebApps 等）から構成される。特にクラウド型グループウェアと学内システム

の連携、接続等についてセキュリティ、利便性の向上が要求される。 
また、本システム導入の主な目的は、既存の「インターネットサーバシステム及びウ

ィルス対策管理サーバシステム」のリース期間満了に伴う既存の情報機器の更新やデ

ータ移行等であるが、将来的には既存の学内情報ネットワーク等との連携を可能とす

る一元的な学内情報システムの構築を目的としていることから、学内情報システムの

拡充を見据えて情報機器等のスペックに余裕をもった調達を実施する。 
なお、本学における学術情報ネットワークの利用は「群馬県立県民健康科学大学学内

情報ネットワーク利用規程」によって規定される。 
 

 

 

2 調達物品名及び構成内訳 

インターネットサーバ及びウィルス対策管理サーバシステム 

2.1 仮想化基盤システム   1 式 

2.1.1 仮想化管理サーバ   1 台 

2.1.2 仮想化基盤サーバ   2 台 

2.1.3 仮想サーバ   1 式 

2.1.3.1 DNS サーバ  1 式 

2.1.3.2 ウィルス対策管理サーバ 1 式 

・ ウィルス対策ソフトウェア 350 ユーザ分+サーバ 2台分 

2.2 ネットワーク機器   1 式 

2.3 無停電電源装置    1 式 

2.4 O365ProPlus 教職員、大学院生向け 1 式 
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以上には，搬入，据付，配線，調整及び保守を含む。（詳細については，「II 調達

物品に備えるべき技術的要件」に示す。） 
 

 

3 調達の種類 

令和 2年 3月 1日から令和 7年 2月 28 日までの借入とする。 

 

4 技術的要件の概要 

4.1 本件調達物品に係わる性能、機能及び技術等（以下「性能等」という）の要求要

件（以下「技術的要件」という）は「II 調達物品に備えるべき技術的要件」に

示すとおりである。 

4.2 技術的要件は全て必須の要求要件である。 
4.3 必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の

性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、本学の指示のもと

是正を行い、その費用も含むこと。 
 

 

5 その他 

5.1 技術的仕様等に関する留意事項 
5.2 入札機器又はソフトウェアは、入札時点で製品化されていることを原則とする。

入札時点で製品化されていない機器又はソフトウェアによって応札する場合に

は、技術的要件を満たすこと及び納入期限までに製品化され納入可能であること

を証明する書類を添付すること。 
5.3 導入に関する留意事項 

5.3.1 導入時の作業日程と体制を提示し、大学側と協議を行い、その指示に従う

こと。 
5.3.2 導入システムは、令和 2 年 3 月 1 日より運用を開始する。 

5.4 その他の留意事項 
5.4.1 提案システムの賃借料には、ハードウェア及びソフトウェアの保守費用を

含むこと。 
5.4.2 提案システムに含まれる定期交換部品の更新に要するすべての費用は本調

達に含まれる。 
5.4.3 搬入、据付、配線、調整、既存設備との接続に要する全ての費用は本調達

に含まれる。 
5.4.4 解約又は借入期間満了時には借入物品を撤去すること。なお、撤去に要す

る全ての費用は本調達に含むものとする。 
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6 付属資料 

  別紙１ システム構成図 

  別紙２ 群馬県立県民健康科学大学 学内情報ネットワーク利用規程 

  別紙３ 仕様書質問事項 

 

II. 調達物品に備えるべき技術要件 
【性能、機能に関する要件】 

 

 

1 仮想化基盤システム 

仮想化基盤構築サーバ（物理サーバ）に仮想化環境ソフトウェアを導入して構築され

た仮想化環境の上で仮想マシン（仮想サーバ）を動作させる。 
 

1.1 仮想化環境ソフトウェア 
1.1.1 複数台の物理サーバの内蔵ストレージ(SAS HD や SSD)を共有ストレージと

して構成でき、仮想マシンの構成ファイル群を配置できること。 

また、その機能は仮想アプライアンスを利用した分散ストレージの仕組み

でなく、オーバーヘッドの少ないハイパーバイザーに組み込まれた形で提

供されること。 

1.1.2 複数台の物理サーバの内蔵 SSD を利用して、読み込み及び書き込みのキャ

ッシュ機能を利用できること。 

1.1.3 仮想マシンごとに、耐障害性・ストライピングディスク数・シンプロビジ

ョニング・キャッシュの予約をポリシーとして設定できること。 

1.1.4 クラスタメンバ内の物理サーバへのディスクを単体で追加することによっ

て動的にストレージ容量を増加できること。 

1.1.5 物理サーバの内蔵ストレージ(物理サーバのローカルディスク)の各デバイ

スの容量の使用率を均一化するリバランス機能を有すること。 

また、リバランス処理は使用率が高まった場合にストレージ仮想化機能が

自動で実行する機能と、任意のタイミングで手動で実行する機能を有する

こと。 

1.1.6 内蔵ディスクを持たない物理サーバをクラスタに参加可能なこと。 

1.1.7 ストレージ仮想化機能の管理画面は、仮想環境管理サーバの管理画面に統

合されていること。 

 

1.2 仮想化管理サーバ 

1.2.1 19 インチラックマウントタイプであること。 
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1.2.2 CPU は Intel Xeon Silver 4215 (2.5GHz/8 コア)以上とすること。 

1.2.3 メモリは 64GB 以上の容量を有すること。 

1.2.4 2.5 インチ SAS HDD 1.2TB ×3本以上、回転数 10Krpm 以上のディスク容量

を有すること。 

1.2.5 内蔵ドライブは、DVD +/-RW とすること。 

1.2.6 有線 LAN インターフェースは、1GbE×4以上を有すること 

1.2.7 電源が二重化されていること 

1.2.8 モバイルデバイスから Bluetooth Low Energy や Wi-Fi で接続可能なサーバ

管理モジュールを有すること。 

1.2.9 搭載された PCIe カードを認識し、各 PCIe スロットに対して最適な LFM 

（Linear Feet per Minute)の設定が行える機構を備えること。 

1.2.10 IPMI2.0 に対応したリモート管理用コントローラを搭載し、HFML5 ベースか

つブラウザ形式の GUI で操作可能であり、OS の状態に依存せずにネットワ

ーク経由でのサーバの管理/制御（電源管理、仮想コンソール/仮想メディ

ア）が可能であること。 

また、専用のネットワークポートを有すること。 

1.2.11 サーバのメンテナンス性向上の為、筐体前後に VGA ポート（ビデオコネク

タ）を搭載していること。 

1.2.12 施錠可能なカバーを装着可能で、サービス状態や温度、マシン名を文字で

表示可能な LCD パネルを有すること。 

1.2.13 機器のシリアル番号等を確認可能な引き出し式の情報タグを備えているこ

と。 

1.2.14 システムセキュリティの観点から、BIOS やファームウエアについて意図し

ないもしくは悪意のある変更から保護する為、これらのバージョンアップ

や設定変更を禁止する機能を有すること。 

1.2.15 不正改ざんされた BIOS では機器の起動ができない機能を有すること。 

 

1.3 仮想化基盤サーバ 

1 台の物理サーバについて、以下仕様を満たすこと。 

1.3.1 19 インチラックマウントタイプであること。 

1.3.2 CPU は Intel Xeon Gold 6230 (2.1GHz/20 コア)以上とすること。 

1.3.3 メモリは 128GB 以上の容量を有すること。 

1.3.4 以下ディスク容量を有すること。 

・ 2.5 インチ SAS HDD 1.2TB ×4本以上 回転数 10Krpm 以上 

・ SSD 400GB ×1本以上 

・ SATA M.2 240GB ×2 本以上 
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1.3.5 内蔵ドライブは、DVD +/-RW とすること。 

1.3.6 有線 LAN インターフェースは、10GbE×4 ポート以上、1GbE×2 以上を有す

ること。 

1.3.7 電源が二重化されていること。 

1.3.8 モバイルデバイスから Bluetooth Low Energy や Wi-Fi で接続可能なサーバ

管理モジュールを有すること。 

1.3.9 搭載された PCIe カードを認識し、各 PCIe スロットに対して最適な LFM 

（Linear Feet per Minute)の設定が行える機構を備えること。 

1.3.10 IPMI2.0 に対応したリモート管理用コントローラを搭載し、HFML5 ベースか

つブラウザ形式の GUI で操作可能であり、OS の状態に依存せずにネットワ

ーク経由でのサーバの管理/制御（電源管理、仮想コンソール/仮想メディ

ア）が可能であること。 

また、専用のネットワークポートを有すること。 

1.3.11 サーバのメンテナンス性向上の為、筐体前後に VGA ポート（ビデオコネク

タ）を搭載していること。 

1.3.12 施錠可能なカバーを装着可能で、サービス状態や温度、マシン名を文字で

表示可能な LCD パネルを有すること。 

1.3.13 機器のシリアル番号等を確認可能な引き出し式の情報タグを備えているこ

と。 

1.3.14 システムセキュリティの観点から、BIOS やファームウエアについて意図し

ないもしくは悪意のある変更から保護する為、これらのバージョンアップ

や設定変更を禁止する機能を有すること。 

1.3.15 不正改ざんされた BIOS では機器の起動ができない機能を有すること。 

 

1.4 仮想サーバ 

1.4.1 仮想化基盤のハイパーバイザーは VMWare 社 vSphere を使用すること 

1.4.2 今回構築する仮想化基盤上では、下記サーバを仮想マシンとして配置でき

るだけのリソースを有すること。 

 

仮想基盤情報 

項

番 
サーバ 

リソース 

CPU（コア） メモリ（GB） ディスク（GB） 

1 ウィルス対策管理サーバ 6 8 300 

2 学外向け DNS サーバ 2 2 100 

3 拡張用 28 46 1410 
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1.4.3 仮想化基盤サーバが 1台障害となった場合であっても、配置予定の全仮想マ

シンが提供しているサービスを継続して提供できるだけのリソース（CPU/

メモリ/ディスク容量）を確保できること。 

1.4.4 仮想化基盤のストレージはミラーリングとすること。 

1.4.5 仮想化基盤のキャッシュとして、SSD をストレージ実使用量の 10%以上を確

保すること。 

1.4.6 仮想化基盤のリバランスを考慮し、30%の余裕を確保すること。 

1.4.7 仮想化基盤上に配置される予定の仮想マシンメモリの 3 倍のオーバーヘッ

ドを確保すること。 

1.4.8 仮想化基盤のハイパーバイザーは M.2 デバイスに導入すること。 

 

1.4.9 ウィルス対策管理サーバ 

1.4.9.1 学内の指定されたクライアント PC（350 ライセンス以上）に対して、

ウィルス対策ソフト（ウィルス検知、駆除）を必要数提供すること。 

1.4.9.2 学内の指定されたクライアント PC（WindowsPC 及び AppleMac）の、

ウィルス対策の実施状況、感染の有無、アップデート状況等のサー

バシステムによる集中管理を行うこと。 

1.4.9.3 管理サーバを介して、最新のアップデートモジュール、ウィルスパ

ターンファイルの提供が可能とすること。 

1.4.9.4 UEFI に感染しシステムを制御するマルウェアの検出が可能なこと。 

1.4.9.5 ウィルス対策ソフトウェアを搭載し、ウィルス対策を行うこと。 

 

 

1.4.10 学外向け DNS サーバ 

1.4.10.1 学外向け DMZ に配置し、学外向け DNS として動作可能であること 

1.4.10.2 既存の学内情報ネットワークシステムと連携して、学内及び学外に

適切な DNS 情報を提供すること。 

1.4.10.3 既存のインターネットサーバシステムから学外向け DNS 設定情報

を引き継ぎ、学外向けの DNS サービスを提供すること。 

1.4.10.4 不要なサービスの停止や、ウィルス対策等のセキュリティ対策を講

じること。 

1.4.10.5 ウィルス対策ソフトウェアを搭載し、ウィルス対策を行うこと。 
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2 ネットワーク機器 

2.1 サーバ収容スイッチ 

2.1.1 10/100/1000Mb イーサネットポートを 24 ポート以上実装していること。 

2.1.2 アップリンクとして 1/10 ギガビットイーサネット SFP+を 4ポート以上実装

できること。 

2.1.3 最大128Gbpsの転送帯域幅を実装する固定型のL2スイッチ製品であること。 

2.1.4 190.4Mpps 以上のパケット処理能力を有すること。 

2.1.5 サイズは 4.4cm x 28.8cm x 44.5cm（高さ x 奥行 x 幅）以下であること。 

2.1.6 音響ノイズは最大 54dB 以下であること。 

2.1.7 公表している MTBF 値が、525,990 時間以上であること。 

2.1.8 消費電力が 38.6W 以下であること。 

2.1.9 デバイスの消費電力を測定し、所定のルールに基づいてアクションを実行し、

消費電力の調整機能を有すること。 

2.1.10 ポートごとの最大消費電力をコマンドで指定できること。 

2.1.11 19 インチラックマウント可能であり、1RU 以下であること。 

2.1.12 MAC アドレス数は 16,000 以上に対応可能であること。 

2.1.13 IPv4 ルート数は、3,000 以上に対応可能であること。 

2.1.14 IPv6 ルート数は、1,500 以上に対応可能であること。 

2.1.15 マルチキャストルート数は、1,000 以上に対応可能であること。 

2.1.16 QoS ハードウェアエントリは、1,000 以上に対応可能であること。 

2.1.17 セキュリティ ACL ハードウェアエントリは、1,500 以上に対応可能であるこ

と。 

2.1.18 仮想化基盤サーバ 2 台 および コアスイッチとの接続は 10 ギガビットイー

サネットとし、接続にあたり、必要な SFP+モジュールはコアスイッチ用を

含めて準備すること。 

 

3 無停電電源装置 

仮想化管理サーバ及び仮想化基盤サーバ，及びこれらサーバに直接接続しているネッ

トワーク機器に電力を供給し，停電時には機器が安全に停止するまで電力供給を維持

するための無停電電源装置を設置する。 

3.1.1 19 インチラックマウントタイプであること。 

3.1.2 常時インバータ運転方式であること。 

3.1.3 給電を継続したままインバータモジュールの交換、バッテリ交換等のメンテ

ナンス作業が実施出来ること。 

3.1.4 搭載されているバッテリは期待寿命 5 年、UPS 本体の製品寿命は 10 年以上

であること。 
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3.1.5 入力力率は 0.97 以上であること。 

3.1.6 電源出力、電源タップ等、全ての出力口は電源ケーブルの抜け止め機構を有

していること。 

3.1.7 シャットダウンの機能は、別途物理サーバ、仮想サーバなどを構築すること

なく、無停電電源装置に付随したアプライアンス製品が、シャットダウンの

機能を有するシステムであること。 

3.1.8 VMware 社製 vSphere の HA 構成に対応し、停電によるシャットダウン時に

メンテナンスモードへ移行してシャットダウンを行い、復電時はサーバ起動

に伴い、メンテナンスモードを解除する機能を有すること。 

3.1.9 起動時は、IPMI を有したサーバに対し起動指示を行い、OS の起動が可能で

あること。 

3.1.10 ゲスト OS に対し、任意の順序でシャットダウンが可能なこと。また、起動

時にも順序付けが可能なシステムであること。 

 

4 クラウド型グループウェア 

4.1 Microsoft 社の提供する Office365 のクラウドサービスにて学内及び学外から本

学教職員及び在学生等に安全かつ適正に 

・Exchange Online 

・SharePoint Online, 

・Lync Online, 

・Office Web Apps, 

・Office365 ProPlus などのサービスを提供する。 

そのため、Microsoft 社の提供する Office365 のクラウドサービスの以下のクラ

イアントライセンスを必要数、有すること。 

4.2 教職員用、大学院学生用として Office365 ProPlus＋Office365 A1（Exchange 

Online，SharePoint Online, Lync Online, Office Web Apps, Office365 ProPlus）

170 ライセンス以上を有すること。 

4.3 在学生用として Office365 ProPlus+ Office365 A1（Exchange Online，SharePoint 

Online, Lync Online, Office Web Apps）590 ライセンス以上を有すること。 

4.4 卒業生用として Office365 Education 単体プラン （Exchange Online）1000 ラ

イセンス以上を有すること。 

4.5 Office365 のプランの内容変更等があった場合は、あらかじめ協議し、必要なら

ば上記のプランと同等のサービスを提供すること。 
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III. 【性能、機能以外に関する要件】 
 

 

1 設置条件等 

1.1 設置要件 

1.1.1 応札業者は、必要な場合には、応札の 10 日前までに、設置箇所の事前調査

を行い、既設設備の確認などを行うこと。 

1.1.2 納入機器の稼働に必要な電源工事を全て行うこと。原則として新規の配線と

するが、更新前のシステムで利用していた電気設備を再利用する場合には、

可否の判断を事前調査時に行うこと。機能実現に必要な備品、配線、設置、

調整、接続試験及び配線の撤去等を全て本調達に含むこと。 

1.1.3 納入機器が、分電盤及び既設電源設備以外の設備を必要とする場合は、電圧

変換、周波数変換等、システムの設置に必要な設備を受注業者において用意

すること。 

1.1.4 本調達で納入する機器のうち本学が指定する機器に対して、機器名が分かる

ようシールを張り付けること。本学が指定するケーブル類に対して、接続元

機器と接続先機器が分かるようタグを張り付けること。但し、指定する機器

及びケーブル類は本学担当者と協議の上、決定し、その指示に従うこと。 

1.1.5 19 インチラックを設置する場合は、床にボルトで固定、または免震装置を

利用して設置すること。 

 

1.2 搬入、据付、配線、調整及び撤去の費用 

1.2.1 導入システムの設置場所への搬入、据付、配線、調整、ネットワークの構築、

既設各装置への接続調整、ソフトウェアのインストール及び設定を本学と協

議の上行い、各機器、ソフトウェア、既設装置、既設ネットワークに関する

全ての機器について全体が動作することを確認した上で引き渡すこと。また、

既設ネットワークの動作確認及び設定変更作業も本調達に含むこと。 

既設ネットワークの設定変更、および動作確認については、既存ネットワー

ク保守業者と十分な連携を図ること。またそれに伴う費用も含むこと。 

1.2.2 受注業者は、本システムの解約後、速やかに撤去作業を行い、原状回復を行

うこと。解約時における撤去及び原状回復に要する費用の全てを本調達に含

むこと。作業日程、手順、体制について、解約 2カ月前までに本学と協議を

行い、その指示に従うこと。 

1.2.3 本システムの解約時に伴う撤去の際には、記録装置に記録された情報の消去

を受注者側の責任で行うこと。情報の消去は、DoD 標準規格、NSA 標準規格、

物理的破壊、またはこれと同等程度以上の方法により実施すること。 
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1.2.4 搬入時の作業日程と体制を提示すること。受注者側と本学側の作業を明確に

すること。 

1.2.5 搬入については、業務に支障のないように配慮し、計画的に行うこと。また、

本学の施設に損傷を与えないように十分な注意を払うとともに受注者が必

ず立ち会うこと。 

 

1.3 設置場所 

1.3.1 導入システムは、サーバ室に配置すること。 

1.3.2 導入システムは、19 インチ型 EIA 対応ラックに収納すること。 

1.3.3 導入システムの具体的な設置場所及び設置形態については、本学と協議の上、

その指示に従うこと。 

 

1.4 ネットワーク配線等 

1.4.1 UTP ケーブルの新規配線は、全て CAT6 以上であること。 

1.4.2 納入機器のネットワーク通信を実現するための配線を、全て、行うこと。原

則として新規の配線とするが、更新前のシステムで利用していたネットワー

クケーブルや配管等、既設設備を再利用する場合は、可否の判断を事前調査

時に行うこと。機能実現に必要な備品、配線、光配管、設置、調整、接続試

験及び既設配線の撤去等を全て本調達に含むこと。 

 

2 保守支援体制等 

2.1 業務要件 

2.1.1 受注者は、責任を持って納入システムの保守を行うこと。本仕様の一部、ま

たは全部を他社製品で満たしている場合に於いても、受注者が責任を持って

納入システムの保守を行うこと。 

2.1.2 他システムと関連すると思われる障害が発生した場合には、受注者は本学の

指示の下その保守業者や管理者等と連絡を取り合い、障害の切り分け及び納

入システムの障害復旧にあたること。障害が納入システム以外の原因である

と明確に判明するまでは、障害切り分け及び復旧作業を継続すること。 

2.1.3 システムの障害発生時に対し、平日（土日祝祭日、12月 29 日から 1月 3日

を除く）の 9 時から 17 時までに連絡のあった場合には、通報後 2 時間以内

に具体的に対処を開始すること。本学、もしくは、受注者の調査により、現

地対応が必要と判断された場合には、判断後 2時間以内に本学対象地点に到

着して具体的に対処を開始すること。但し、現地対応が 17 時を超える場合

には、本学と協議を行い、対処を行うこと。復旧作業は、通報後 24 時間以

内の完了を目指して実施し、 24 時間を超える場合は、本学と協議を行い、
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本学の指示に従うこと。 

2.1.4 契約期間中の無停電電源装置のバッテリ交換を本調達に含むこと。 

2.1.5 管理者及び管理者権限を取得できるアカウントでのリモート接続は、本学の

指定する学内ネットワーク以外からは行えないよう構成すること。障害の対

応及び復旧のため学外からリモート接続して、受注者が調査を行う場合には、

本学と協議の上、本学の指示するネットワークにアクセス可能な VPN 装置等

の機器を設置すること。このために必要な機器及び機器のセキュリティアッ

プデート作業等は、全て本調達に含むこと。 

2.1.6 本学システム関係者との打ち合わせ（定例会）を、本学で行うこと。定例会

は、納入システムに関する保守作業実施報告を含み、報告書及び議事録を本

学に書面で提出すること。 

2.1.7 納入システムすべてに関する脆弱性が発見された場合には、本学と協議の上、

本学の指示に従い、速やかに対応策を実施すること。 

2.1.8 全ての有償のソフトウェアに関して、ソフトウェアメンテナンスを含むこと。

ソフトウェアメンテナンスには、障害対応、質問対応、セキュリティパッチ

提供が含まれること。 

2.1.9 本仕様の要求要件に対して、フリーソフトウェアを提案する場合には、導入

時点において、ソフトウェアが正常に機能するよう、導入、調整を行うとと

もに、運用中の質問対応及び障害復旧作業の技術支援を行うこと。 

2.1.10 全てのソフトウェアに対して、導入時点で入手可能な修正プログラムを原則

として適用すること。 

2.1.11 全てのサーバについて NTP による時刻の同期を行うこと。 

2.1.12 システムの運用に必要な技術情報の提供を、本調達に含むこと。 

2.1.13 運用・保守に関する技術的な質問に対し、電子メールによる応対が可能な体

制を有すること。 

2.1.14 保守に関する費用は、本調達に含まれること。 

2.1.15 保守・管理体制に変更が生じた場合には、本学と協議の上その了承を得るこ

と。 

2.1.16 システムの機能停止を伴う作業は、本学と協議の上、利用者への影響を最小

限にとどめるよう、実施内容、時間帯を決定すること。 

 

2.2 教育支援体制等 

2.2.1 システム導入時に本システムに関連する教職員最大6名に対する説明会を1

日以上、本学で行うこと。 
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3 導入作業等 

3.1 導入・構築体制等 

3.1.1 本システムの導入を円滑に行うため、以下の要件を満たすプロジェクトマネ

ージャー(以下 PM と称す)を配置すること。PMは、本調達の構築作業全体の

進行管理、システムの品質管理等を行うこと。 

3.1.1.1 システム構築、企画、または設計について 10年以上の実務経験を有

すること。 

3.1.1.2 複数ベンダの関わるシステムについて、PMの実績を有すること。 

3.1.1.3 サーバ台数 20 台以上、クライアント台数 100 台以上及びネットワー

クスイッチ数 10 以上で構成されるアカウント数 1、000 以上のシステ

ムについて、PM またはサブ PMの実績を有すること。 

3.1.2 本システムの導入を円滑に行うため、以下の要件を満たすサブ PM を配置す

ること。サブ PM は、詳細設計、テスト、構築作業全体の実施管理を行うこ

と。 

3.1.2.1 システム構築、企画、または設計について 5年以上の実務経験を有す

ること。 

3.1.2.2 サーバ台数 20 台以上、クライアント台数 100 台以上及びネットワー

クスイッチ数 10 以上で構成されるアカウント数 1、000 以上のシステ

ムについて、PM またはサブ PMの実績を有すること。 

3.1.2.3 独立行政法人情報処理推進機構認定のネットワークスペシャリスト，

データベーススペシャリスト，独立行政法人情報処理推進機構認定の

「プロジェクトマネージャ」，Project Management Institute（PMI）

認定の「Project Management Professional(PMP)」，または同等程度

の技術者認定を有すること。 

 

3.1.3 受注者は、ワーク・ライフ・バランスの推進のため、女性の職業生活におけ

る活躍が推進される環境整備、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇

用環境の整備に積極的であること。以下のいずれかの認定等または内閣府男

女共同参画局長の認定等を受けていること 

・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

に基づく認定（えるぼし認定）  

・ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（プラチナくる

みん認定、くるみん認定） 

 

3.2 移行スケジュール及びデータ移行等 

3.2.1 受注者は、契約後速やかに本調達のシステムの設計、導入に関わる作業を開
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始すること。設計に関わる作業として、システム要件調査分析、システム機

能設計、パラメータ設計、テスト計画立案、テスト項目策定を実施すること。

本学との協議を落札後 10日以内に行い、1、2週間に 1度の頻度でシステム

に対する打ち合わせをシステム稼働開始まで実施すること。受注者は上記設

計行程の進捗管理を行うため、スケジュール線表、課題管理表を提出するこ

と。 

3.2.2 本システムの構築は以下の要件を満たしていること。 

3.2.2.1 現システムで稼働中の学内向け DNS 機能を、既設 DHCP サーバの DNS

機能を有効化させて稼働できるよう構成すること。また DNS レコード

の移行作業も含む事。このために必要な既設ネットワーク等の変更作

業および費用も本調達に含めること。 

3.2.2.2 現行 O365 で利用中のサービスおよびデータについて、継続して利用

可能なように構成すること。なおデータ移行等が必要な場合は、その

費用も含むこと。 

3.2.3 本システム導入に関わるサービス停止は、サービス停止予定日の 2週間前ま

でに、対象サービス、日時の提案を行うこと。但し、緊急のサービス停止の

場合には、本学と協議を行い、本学の指示により、実施してもよい。移行時

の代替機器、既設機器と同時稼動用外部電源等が必要な場合は、本調達に含

めること。 

3.2.4 受注者は、既存機器の調査・分析を行うこと。結果を元に、本システム用の

再設計を行い本学に設計案を提示すること。 

3.2.5 受注者は、納期 1ヶ月前までに最終設計を行い、設計仕様書を電子データで

提出すること。設計仕様書には、納入機器一覧、導入ソフトウェア一覧、機

器配置図、ラック搭載図、納入機器構成、納入機器設定、オペレーティング

システム設定、導入ソフトウェア設定、ネットワーク接続図（物理接続図、

論理接続図及びネットワーク配線図）、IP アドレス及び MAC アドレス一覧を

含むこと。 

3.2.6 データ移行作業、初期登録作業、データ登録ツールは、本調達に含むこと。

また、データ登録ツールは必要に応じ、提供すること。 

3.2.7 システム構築及び登録データの詳細な情報と設計仕様書は、導入仕様書とし

て納期までに、電子媒体及び製本された紙媒体により 1部提出すること。 

 

 
4 その他 

4.1 マニュアル 

4.1.1 ハードウェアマニュアル、ソフトウェアマニュアル、管理者マニュアル、ユ
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ーザマニュアルをハードウェアの種類毎に 1式以上提供すること。但し、製

品に添付されていないマニュアルについては、提供しなくてもよい。 

4.1.2 本学の指示により、本システムの調達機器全てについて、運用のための利用

マニュアルを作成し、提供すること。 
 

4.2 セキュリティ対策について 

4.2.1 導入システムのセキュリティ対策については、本学と協議の上、その指示に

従い、導入時点で最新の状態であること。 

4.2.2 アクセス管理やセキュリティ対策用パッチ当て等、導入時点で必要なセキュ

リティ対策は、全て施すこと。内容については、本学と協議の上、その指示

に従うこと。 

4.2.3 導入時点で、以下のセキュリティ対策について検討を行い、本学担当者と協

議の上、本学の指示に従い実施すること。設定の確認を行うための学内端末

からの検査を本調達に含むこと。 

4.2.3.1 使用しないデフォルトのシステムアカウントの停止、またはパスワー

ドの変更 

4.2.3.2 不必要な通信、ポートの遮断 

4.2.3.3 不必要な常駐プログラムの停止 

4.2.3.4 メール不正中継の拒否 

4.2.3.5 不必要な DNS 再帰検索設定の停止 

 

4.3 解約時における情報提供について 

4.3.1 解約時には、受注者の実施したシステム変更に関する設定情報の提供（120

日前まで）を全て行い、その内容説明を行うこと。 

4.3.2 解約時には、事前に本学との打ち合わせを綿密に行い、撤去作業を行うこと。

作業スケジュールは、本学担当者と協議の上、本学の指示に従い、本システ

ムの稼働及び機器更新後の新システムの稼働への影響が少なくなるよう実

施すること。 
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PoE機能（無線AP電源提供）
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無停電電源装置
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接続ﾙｰﾀ
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別紙1 更新後のシステム構成図

なお、この図における各スイッチのポート数、接続形態等は、概念図のため、実際に設置された数とは異なる。
接続に必要なケーブル/モジュール等は全て含む事。
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群馬県立県民健康科学大学学内情報ネットワーク利用規程 
 
（趣旨） 
第１条  この規程は、群馬県立県民健康科学大学（以下「本学」という。）内に設置した学内情 

報ネットワーク（以下「学内ネット」という。）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（管理） 
第２条  学内ネットの管理は、学術国際委員会（以下「委員会」という。）が行い、学術国際委 

員会委員長を学内ネット管理責任者（以下「管理責任者」という。）とする。 
２  学内ネットの運用は、情報部会が行い、学内ネット運用管理責任者（以下「ネット運用管理 

者」）は、情報部会員の中から選出し、管理責任者が指名する。 

（利用者） 
第３条  学内ネット利用者は、本学学生、教職員及び管理責任者が特に認める者とする。 
２ 管理責任者が特に認める者については別に定めるものとする。 
（利用方法） 
第４条  利用希望者は、学内ネット利用申請書（別記様式第１号～第３号）を運用管理責任者に 

提出して、承認を得るものとする。 
（接続機器利用） 
第５条  利用者が、情報機器を学内ネットに接続する場合は、学内ネット機器接続利用申請書（別 

記様式第４号～第７号）を運用管理責任者に提出して、承認を得るものとする。 
２  情報機器を学内ネットに接続した者は、次の各号の責任を負う。 
（１）接続した機器の管理責任 
（２）接続した機器の利用者の監督責任 
（利用に関する規律） 
第６条 学内ネットは、教育、研究、管理運営及びその他管理責任者が認める目的に利用するもの 

とする。 
２ 利用者は、次の各号に定める不適切な利用をしてはならない。 
（１）学内ネット接続機器の破壊 
（２）法令あるいは公序良俗に反する行為 
（３）学内・学外のネットワークに対する不正アクセス行為 
（４）個人を誹謗・中傷する行為 
（５）著作権、知的財産権、肖像権、プライバシーなどを侵害する行為 
（６）自己のＩＤ、パスワードの使用を他者に認め、ネットワークを利用させる行為 
（７）コンピュータウィルス対策を怠る行為 
（８）営利を目的としてネットワークを利用する行為 
（９）その他、委員会が不適当と認めた行為 

 
（報告） 
第７条 学内ネット接続機器の故障、前条第２項の規定に該当する事項を発見した場合は、速やか 

に委員会に報告するものとする。 
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（利用制限又は停止） 
第８条 委員会は、第６条第２項の規定に違反した利用者に対して学内ネットの利用制限又は停止 

をすることができる。 
（その他） 
第９条 この規程に定めのない事項については、その都度、委員会で協議して定める。 

 
附 則 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
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（Ａ４縦）仕様書質問事項 
（送付先） 
  群馬県立県民健康科学大学 
      総務会計係 黒崎 あて 
 メール kurozaki-ko@gchs.ac.jp 
 ＦＡＸ ０２７－２３５－２５０１ 

（質問者） 
名    称 

 
代表者職氏名                印 

 送信日 令和  年  月  日 

 

仕様書質問事項 

１ 質問者 
名    称  

所  属  名  

担当者職氏名  

連  絡  先 メール              ＦＡＸ    －    －     
 
２ 質問事項 

質 問 項 目  

質 問 内 容 

 

備     考 

※備考欄は大学側使用欄のため記入不要 
受領日： 
連絡日： 
その他： 

 
３ その他 
（１） メール又はＦＡＸによる送信を原則とし、送信後電話にて送信完了の旨を連絡すること。 
（２） 質疑内容の確認のため、質問担当者へ連絡をすることがあります。 
（３） 質問事項が複数の場合、同一様式を添付のこと。 
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